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日程第17 議員派遣について
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本日の会議に付した事件

日程第１ 諸報告

日程第２ 議案第43号 令和３年度新温泉町一般会計予算について（予算特別委員長

報告）

追加日程第１ 発議第１号 議案第43号令和３年度新温泉町一般会計予算に関する附帯決

議について

日程第３ 議案第44号 令和３年度新温泉町国民健康保険事業特別会計予算について（予

算特別委員長報告）

日程第４ 議案第45号 令和３年度新温泉町後期高齢者医療特別会計予算について（予算

特別委員長報告）

日程第５ 議案第46号 令和３年度新温泉町介護保険事業特別会計予算について（予算特

別委員長報告）

日程第６ 議案第47号 令和３年度新温泉町浜坂地区残土処分場事業特別会計予算につい

て（予算特別委員長報告）

日程第７ 議案第48号 令和３年度新温泉町温泉地区残土処分場事業特別会計予算につい

て（予算特別委員長報告）

日程第８ 議案第49号 令和３年度新温泉町七釜温泉配湯事業特別会計予算について（予

算特別委員長報告）

日程第９ 議案第50号 令和３年度新温泉町浜坂温泉配湯事業会計予算について（予算特

別委員長報告）

日程第10 議案第51号 令和３年度新温泉町水道事業会計予算について（予算特別委員長

報告）

日程第11 議案第52号 令和３年度新温泉町下水道事業会計予算について（予算特別委員

長報告）

日程第12 議案第53号 令和３年度新温泉町公立浜坂病院事業会計予算について（予算特

別委員長報告）

日程第13 議案第55号 令和２年度新温泉町一般会計補正予算（第12号）について

追加日程第２ 議案第56号令和３年度新温泉町一般会計補正予算（第１号）の訂正につい

て

日程第14 議案第56号 令和３年度新温泉町一般会計補正予算（第１号）について

日程第15 議案第57号 監査委員の選任同意について

日程第16 請願第２号 核兵器禁止条約に日本政府が参加するよう求める意見書の提出を

求める請願書について（民生教育常任委員長報告）

追加日程第３ 意見書案第１号 核兵器禁止条約に日本政府が参加するよう求める意見書

の提出について

日程第17 議員派遣について
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日程第18 委員会の閉会中における所管事務調査の申し出について

出席議員（16名）

１番 池 田 宜 広君 ２番 平 澤 剛 太君

３番 河 越 忠 志君 ４番 重 本 静 男君

５番 浜 田 直 子君 ６番 森 田 善 幸君

７番 太 田 昭 宏君 ８番 竹 内 敬一郎君

９番 阪 本 晴 良君 10番 岩 本 修 作君

11番 中 村 茂君 12番 宮 本 泰 男君

13番 中 井 次 郎君 14番 谷 口 功君

15番 小 林 俊 之君 16番 中 井 勝君

欠席議員（なし）

欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

局長 仲 村 祐 子君 書記 小 林 正 則君

説明のため出席した者の職氏名

町長 西 村 銀 三君 副町長 西 村 徹君

教育長 西 村 松 代君 温泉総合支所長 長谷阪 治君

牧場公園園長 藤 本 喜 龍君 総務課長 井 上 弘君

企画課長 岩 垣 廣 一君 税務課長 長谷阪 仁 志君

町民安全課長 小 谷 豊君 健康福祉課長 中 田 剛 志君

商工観光課長 水 田 賢 治君 農林水産課長 西 澤 要君

建設課長 山 本 輝 之君 上下水道課長 奥 澤 浩君

町参事 土 江 克 彦君 浜坂病院事務長 吉 野 松 樹君

介護老人保健施設ささゆり事務長 宇 野 喜代美君 会計管理者 仲 村 秀 幸君

こども教育課長 松 岡 清 和君 生涯教育課長 谷 渕 朝 子君

調整担当 島 木 正 和君

午前９時００分開議

○議長（中井 勝君） 皆さん、おはようございます。

第１０７回新温泉町議会定例会６日目の会議を開催するに当たり、議員各位には御多

用のところ御参集を賜り、厚くお礼を申し上げます。
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本日は、予算特別委員会に付託し、審査をお願いしておりました令和３年度一般会計、

特別会計及び公営企業会計予算を中心に議事を進めてまいりたいと存じます。

議員各位におかれましては、格別の御精励を賜り、慎重な審議の上、適切妥当な結論

が得られますようお願いを申し上げまして、開会の挨拶といたします。

町長、挨拶。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 議員の皆様、おはようございます。

定例会第６日目の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。

休会中は予算特別委員会におきまして、慎重審議を賜るとともに、貴重な御意見をい

ただき、厚く御礼を申し上げます。

さて、本日の定例会は、令和３年度の一般会計、特別会計・公営企業会計予算につい

て、さらに追加議案としまして、令和２年度一般会計補正予算、令和３年度一般会計補

正予算及び人事案１件について、御審議をお願いいたしたく存じます。

議員各位におかれましては、慎重審議を賜りますようお願い申し上げまして、開会の

御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。

○議長（中井 勝君） ただいまの出席議員は１６名で、定足数に達しておりますので、

第１０７回新温泉町議会定例会６日目の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりであります。

・ ・

日程第１ 諸報告

○議長（中井 勝君） 日程第１、諸報告に入ります。

まず、議長から報告いたします。

去る３月１２日の会議以来、それぞれの会合に出席しておりますが、別紙の議会対外

的活動報告を見ていただくことで省略いたします。また、３月２２日付で中井次郎議員

から２月２６日の一般質問における発言について、会議規則第６４条の規定により、発

言の年月日に誤りがあったため訂正したいとの申出がありました。議長はこれを許可し

たので報告します。

次に、休会中の所管事務調査として、総務産建常任委員会が３月２２日に開かれてお

りますので、委員長から報告をお願いします。

中村委員長。

○総務産建常任委員会委員長（中村 茂君） それでは、改めましておはようございま

す。

３月２２日議会終了後開催いたしました総務産建常任委員会の報告をいたします。

今回の委員会につきましては、３月定例会の追加議案等に係る協議事項について、所

管課の提出資料を基に調査したものでございます。対象は総務課と商工観光課で、内容

が補正予算であり歳入歳出とも関連があるため、両課合同で行ったところであります。
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それでは、委員会資料または補正予算書を御覧いただきたいと思います。協議事項は

２件でありました。

⑴番、議案第５５号関係でありますが、令和２年度新温泉町一般会計補正予算（第１

２号）であります。内容については、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事業の

追加分であります。予算額は３００万円であります。同事業につきましては、国が８０

％、％が２０％、％町は２０％のう％の３分の１という％分で、町％担 ０００円とい

うものであります。今回の対象は３０店舗、最大２５日ということを想定しているよう

であります。これにつきましては、異議なしで承認したところであります。

続いて、議案第５６号、令和３年度新温泉町一般会計補正予算（第１号）であります。

これにつきましては、指定管理者支援金の交付事業。これについても追加というか、そ

ういう内容であります。年度が違うんですが。これにつきましては、指定管理施設の収

入の支援をするということで、今回は、昨年１０月から３月分を対象にしての支援であ

ります。対象は２４施設、１０団体であります。

次に、商店次お次次次事業が新しく出ております。 １４１万 ０００円の予算額の 

う％、％が７６１万円の持分なようであります。新型コロナウイルス感染症による消費

の落％込みを回復するため、％が実施する商店次お次次次、ポイントシール事業を活用

し、消費喚起と地域商業の活性化を図るというような目的なようであります。経費％担

としては、％が３分の２、１団体当たり ２００万を上とにしているようであります。

異議なしで承認したところであります。詳細につきましては、委員会等を御清覧いただ

きたいと思います。

以上、総務産建常任委員会の報告とさせていただきます。

○議長（中井 勝君） 委員長の報告は終わりました。

委員長報告のう％、協議事項について質疑があればお願いいたします。ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） これをもって質疑を終わります。中村委員長、御苦労さまでし

た。

以上で諸報告を終わります。

１番、池田宜広君。

○議員（１番 池田 宜広君） 本日の朝刊で、隣町とはいえいろいろ出ておりました。

その件に関して。

○議長（中井 勝君） 池田議員、％ょっとマスクを外して。

○議員（１番 池田 宜広君） その件に関して、皆さんお読みになってると思います。

同様の内容が我が町にもあろうかと思いますので、くれぐれもそういったことがないよ

うに周知徹底、今現在も大丈夫だと思いますけれども、努めていただきたいということ

をお願いをしておきたいと思います。

○議長（中井 勝君） 代表して副町長、答弁しときますか。
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西村副町長。

○副町長（西村 徹君） 今御指摘のように、本日付の新聞記事によりまして、隣町に

おきましては横領ということが出ております。これまでにもこういったお金の管理とい

うことについては、注意といいますかそういうことを言ってきたところでございますが、

再度点検をして、このようなことが起こらないようにということで、再度徹底を図って

まいりたいと考えております。

・ ・

日程第２ 議案第４３号

○議長（中井 勝君） 日程第２、議案第４３号、令和３年度新温泉町一般会計予算に

ついてを議題といたします。

本案について、予算特別委員会委員長の報告を求めます。

池田宜広委員長。

○予算特別委員会委員長（池田 宜広君） 予算特別委員会に付託をされました議案につ

いての審査結果を、会議規則第７６条の規定により報告をいたします。

議案第４３号、令和３年度新温泉町一般会計予算については、３月１５日に予算説明

を受けた後、１８日、１９日、２２日の委員会において審査を行いました。議長を除く

１５名の議員で構成する委員会でありますので、審査の過程についての報告は省略し、

審査結果のみを報告をいたします。

議案第４３号、令和３年度新温泉町一般会計予算については、修正案が提出をされ、

採決の結果、修正可決すべきものと決定をいたしました。

以上で予算特別委員会の報告を終わります。

○議長（中井 勝君） 委員長の報告は終わりました。

審査報告に対する質疑は、議長を除く１５名の議員で構成された委員会でありますの

で、省略をいたします。

池田委員長、御苦労さまでした。

１５番、小林俊之君。

○議員（15番 小林 俊之君） 本案に対する修正動議を提出します。

○議長（中井 勝君） 暫時休憩します。

午前９時１１分休憩

午前９時１２分再開

○議長（中井 勝君） 再開いたします。

本案に対して、小林俊之君ほか１名から、お手元に配付しました修正の動議が提出さ

れています。したがって、これを本案と併せ議題とし、提出者の説明を求めます。

１５番、小林俊之君。

○議員（15番 小林 俊之君） 議案第４３号、令和３年度新温泉町一般会計予算に対す
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る修正動議。上記の動議を地方自治法第１１５条の３及び新温泉町議会会議規則第１７

条第２項の規定により、別紙の修正案を添えて提出をいたします。日付、本日で、発議

者は私と谷口功議員でございます。

まず、最初に、一番最後のページを御覧ください。歳入歳出とありますが、歳出の％

分を御覧ください。一番右端の説明の％分です。報償費の中の委員報償金の中で、ケー

ブルテレビ整備事業検討委員会委員１２人、その下のケーブルテレビ整備事業者選定審

査委員会委員５人。ここの％分を査額いたしまして、査額は１１２万 ０００円を査い

たところが、たのところの報償金の額 ５８１万 ０００円となります。１た下りて、 

旅費、費用弁償のところから４５万 ０００円を査額して、旅費の金額は６０３万 ０ 

００円と。

次に、その下、委託料です。業務委託料の中から、ケーブルテレビ整備事業準備業務

６６０万円を査額し、委託料の合計が１６ ２３３万 ０００円となります。査額分の 

合計が８１８万 ０００円となります。この％分をその上の歳入の％分、合政調整基金

繰入金から８１８万 ０００円を査額し、３６ ５８１万 ０００円となります。  

元に戻っていただきまして、一番最初の１枚めくったところのページに、総合計が出

てまいります。第１条中１１１６ ６００万円を１１１６７８１万 ０００円に改める 

というものでございます。

このケーブルテレビ事業、改修事業に関わる内容の提案説明をいたします、もう一度。

旧温泉町でケーブルテレビ事業が始まってから１６年が経過をいたしました。今まで幾

度も一％改修をしてきましたが、ついに機器の老朽化のため全面的な更新が今求められ

てきました。現在、ケーブルテレビのインターネット利用者は民間の参入により、多い

ときから３０％に査っています。また、この冬に大雪で５集落、８６世帯が孤立をしま

した。断水や停電もあり多くの町民が数日間にわたり不安な日々を過ごされました。防

災放送は役目を果たせましたか。今、更新に併せて、事業内容を整理すべきときだと思

います。例えばインターネットは民間にとか、防災放送は無線の戸別受信機にとか、ま

た、自主放送は広く使命を果たしているのか。そのほかにもいろいろと課題はあります

が、それらを検討委員会に丸投げではあまりにも無責任です。ま％づくりはコンサルが

つくるのではありません。一定の方向性を行政が決め、議会、町民の理解を得てから検

討委員会にかけるべきだと思います。特に、このケーブルテレビ事業は、合併当時の混

乱もあり、より丁寧に慎重に進めるべきだと思います。そして、我が町の行政放送が少

しでも同一のサービスに近づくよう全力を傾注しなければなりません。また、現在の社

会は人口が査り続け、増やすどころか現状維持も不可能です。それを受け止め将来のま

％づくりは、今までのような発展や拡大ではなく上手に縮むことを目標にすべきだと思

います。平成２９年度に策定された公共施設等総合管理計画は、明らかに我が町には類

似団体より⒈４倍の施設があると示しています。ケーブルテレビも公共施設とみなし、

できるだけスリムに改修していく努力をすべきだと付け加えて提案説明といたします。
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賢明な議員諸兄の賛同をお願いいたします。以上です。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから、修正案に対する質疑を行います。

提出者に対する質疑がありましたらお願いをいたします。

１３番、中井次郎君。

○議員（13番 中井 次郎君） 趣旨は分かりました。しかしながら、今後どうするべき

かっていうことを、業者も含めて一つは検討していきたいというのが当局の発言でした。

そういう中で、なぜ特別委員会の中であなた自身も意見を言われた、そういう中で本来

は修正案を出すべきじゃなかったかと思うんですけど、その点はどういうお気持％でし

ょうか。

○議長（中井 勝君） 小林俊之君。

○議員（15番 小林 俊之君） 特別委員会の中で私は意見を言ったわけではありません。

あれは質疑でございますので、質疑をしたというように理解をしてください。その質疑

の中で、町長の答弁の中からいろいろな問題点も出てき、私ならこういう具合に考えて

るという％分もございました。しかしながら、それから一歩進んで町の方向性が示され

ていないと。多くの問題があるから、これをみんな出してコンサルに整理してもらおう

ということのように、現時点では私は理解をしています。それではなくて、もう一歩進

んで町の方針を出して、そのことをコンサルなり検討委員会で煮詰めていくというのが、

特にこの問題は大切ではなかろうかというように理解をしています。以上です。

○議長（中井 勝君） １３番、中井次郎君。

○議員（13番 中井 次郎君） 私はそれこそ、この検討委員会なり整備事業者選定審査

委員会と、こういう２つの委員会が、今回、もし、なくなれば、これこそ一体いつケー

ブルテレビに対する、それから、町内統一の情報が共有されるときが来るのか、極めて、

いわゆる遠い先のことになってしまうのではないかと、こういった懸念があるわけです

けど、その点はどのようにお考えですか。

○議長（中井 勝君） 小林俊之君。

○議員（15番 小林 俊之君） ケーブルテレビは確かに古くなっています。全く必要で

ないとは言いません。改修をすべきだというように思っています。しかし、今ここで、

とんとん拍子にコンサルに任せて改修すべきではないというように理解をしております。

ケーブルテレビ検討委員会、事業者選定審査委員会がなくなればと言われますけれども、

これは今査額をするということであって、その下の準備業務のコンサルの委託につきま

しても、今査額をするということであって、町の方針をはっきりされてからもう一度仕

切り直しをして向かうべきだというように言っているつもりです。以上です。

○議長（中井 勝君） そのほかありませんか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） ないようです。これで質疑を終結いたします。小林議員、御苦
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労さまでした。

暫時休憩します。

午前９時２３分休憩

午前９時３０分再開

○議長（中井 勝君） じゃあ、再開いたします。

これから討論に入ります。まず、原案に対する賛成者の発言を許可します。いいです

か、森田議員。

〔賛成討論なし〕

○議長（中井 勝君） ないようです。

次に、原案及び２つの修正案に反対の発言を許可します。

〔反対討論なし〕

○議長（中井 勝君） いいですね。ないですね。

次に、原案に対する賛成者の発言を許可します。

６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） それでは、原案に対する賛成、そして、修正案２案出ま

したが、それぞれに対する反対ということで意見を言わせていただきたいと思います。

まず、先ほど出ましたケーブルテレビ整備事業準備業務委託等のケーブルテレビ検討

事業に対する、これを全額ゼロにするという修正が出されましたが、それに対する反対

意見を表明させていただきます。提案、議員が言われたように、現施設は非常に老朽化

して、その整備が待ったなしという状況になっております。このような今後の在り方を

決める検討委員会や整備準備業務委託、これをなくするということは、それだけケーブ

ルテレビの整備が遅れるということを示しており、下手をすればテレビが見れなくなる

可能性もあると。また、防災行政無線も聞けなくなるというおそれがあります。それか

ら、提案者、もう一人の方は、予算総計主義を言われておりまして、例えば今提案者が

言われたように、もう少し町できっ％りと検討して、その後、補正等で上げるというこ

とを言われましたが、それはもう一方の提案者である方の予算総計主義に反するのでは

ないか、やはり今期中にこの事業を予定しているのであれば、きっ％りと予算計上をし

て進めていくべきであると思います。この件については以上で御賛同お願いします。

それから、もう一件。温泉活用推進事業について、３つの修正が出されて、全額３つ

ともゼロという修正が行われております。委員会でのその修正案に対する賛成討論は、

御指摘は本当にもっとも、妥当なものと私も同感に思っておりますが、この事業の一つ

の目標として、目的としては、温泉施設の利用促進ということであります。現在、コロ

ナ禍で公衆浴場の施設利用、特に外％の方が非常に激査してその経営に苦しんでいると

いう状態が続いております。これを町内、あるいは町と関係している町内事業者の従業

員の方、この方た％に入っていただくことで少しでも経営的に支援できるのではないか
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という点。

それから、この要綱の目的には、なぜか不思議なことに書かれてないんですが、おん

せん天国の一つの柱として、温泉を活用した町民の健康増進、これが本当に要綱に書か

れてないのは非常に不思議に思うんですが、これを図るということで、特に若年層の方

はあまり公衆浴場に入るという習慣がございませんが、そして、入浴をせずにシャワー

で済ませるという方が増えております。２年前に温泉と健康の講演会がありました。入

浴習慣、規則正しい入浴習慣というものが、非常に健康に寄与するということを講師の

先生がおっしゃられました。特に若い方、そして、若者、当町に新たに移住してこられ

た若い方に入ってもらうようにするという目的で健康増進も図ると。特に、またコロナ

のことを言いますが、コロナにしてもいろんな疾病にしても、免疫力を増強するという

ことが一番第一だと思います。講師の先生も、入浴でヒートショックプロテインが形成

され免疫力が増強すると。そういった意味で、この事業も私は妥当と感じております。

そのほかに、今回の予算ですが、いろいろと問題点の指摘があり、その指摘に対して

もそのとおりであるというか、いろんな指摘は正当なものだと思っておりますが、特に

今回の予算については移住定住と子育て支援の策が多く入っております。その中で、

「田舎暮らし体験」という本が出たわけですが、本町も上位に入っていると。そして、

その本の中には若者世代、子育て世代……。

○議長（中井 勝君） 森田議員、解説はよろしいです。

○議員（６番 森田 善幸君） はい。子育て世代の％分に％ょっと欠点が見られるよう

なことになっております。その子育て世代への支援を今回の予算でカバーする事業が入

っているということで、私はこの予算に賛成するものであります。皆様の賛同をお願い

いたします。以上です。

○議長（中井 勝君） 次に、委員会修正案に対する賛成者の発言を許可します。ない

ですか。

〔賛成討論なし〕

○議長（中井 勝君） 次に、原案に対する賛成者の発言を許可します。ないですね。

〔賛成討論なし〕

○議長（中井 勝君） 次に、議員修正案に対する賛成者の発言を許可します。

１４番、谷口功君。

○議員（14番 谷口 功君） ただいま、先ほど提案されました議案第４３号、令和３

年度新温泉町一般会計予算に対する修正動議に賛成討論を行います。

この事業は、新温泉町ケーブルテレビジョン整備事業に関わる査額修正案であります。

提案説明でありましたように、平成１７年、温泉、浜坂両町の合併時に、温泉地域のみ

で実施されていた事業であります。合併後、およそ１８６円の巨費を投じて、浜坂地域

にもこの事業の拡大が図られましたが、浜坂地域の住民約 ０００名のに名を添えて請

願が提出されるなど、住民の大きな反対運動が展開され、浜坂地域での事業は断念する
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という経過がございました。行政情報や緊急情報の送受信の方法、テレビ放送の受信方

法、インターネット環境の整備など、どのように行うのか、有線か無線か、同軸ケーブ

ルか光ファイバーかなど、真剣で熱い議論が交わされておりました。１５年が経過し通

信手たの一つを取ってみても、固定電話から携帯電話、スマートフォンへと目覚ましい

技術革新が進んでいます。この予算原案は、現在、温泉地域で実施している新温泉町ケ

ーブルテレビジョン整備事業が老朽化に伴い、設備の更新とブロードバンド化を図るた

め整備検討委員会を設け、設備全体の整備と光ケーブル化を図るとされています。所管

の総務産建常任委員会でさえも、あまりに唐突な提案でありました。この問題のプロジ

ェクトチームの議論の経過や結論もありませんでした。整備検討委員会の報告に基づき

整備方法を決定し、事業者選定委員会を設置し事業の推進を図る。この検討をスムーズ

に進めるために、資料作りなど事務局的役割を果たすコンサルタントに事務を委託する

ことになっています。これは結局、新温泉町ケーブルテレビジョン整備事業とブロード

バンド化を、検討委員会とコンサルタントに丸投げするに等しい予算ではないでしょう

か。ここには住民の意見や議会の議論が反映される機会さえないことになっています。

また、行政は少なくとも何と何をどの範囲で事業を進めようとしているのか、そういっ

た具体的な業務を示すことが求められているのではないでしょうか。したがって、この

事業全体が反対ということではなくて、住民や議会、行政が時間的な余裕を持って十分

議論し、どういう事業をどのように進めていくのかを決定していくことが求められてい

るのではないでしょうか。むしろ専門家の意見は、その住民的議論を助けるために範囲

をと定的に示して進めていくべきではないでしょうか。以上、修正案の賛成討論といた

します。

○議長（中井 勝君） ほか、討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） これで討論を終わります。

暫時休憩します。

午前９時４４分休憩

午前９時４５分再開

○議長（中井 勝君） 再開いたします。

これから採決に入ります。

まず、本案に対する小林俊之君ほか１名から提出された修正案について採決いたしま

す。

この採決は、起立により行います。

本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（中井 勝君） 起立７名、少数であります。よって、修正案は否決されました。
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次に、本案の委員長の報告は、修正です。

委員会の修正案について採決をいたします。

この採決は、起立により行います。

委員会の修正案に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（中井 勝君） 起立１０名であります。よって、委員会の修正案は可決されま

した。

次に、ただいま修正議決した％分を除く原案についてを採決を行います。

この採決は、起立により行います。

修正議決をした％分を除く％分について、原案のとおり決定することに賛成の諸君の

起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（中井 勝君） 起立多数、１１名であります。よって、修正議決した％分を除

く％分は、原案のとおり可決されました。（「議長」と呼ぶ者あり）

％ょっと待ってください。

３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） ただいま、令和３年度新温泉町一般会計予算が修正可決

されました。それで、発議第１号として、議案第４３号令和３年度新温泉町一般会計予

算に対する附帯決議についてを、賛成議員１名とともに提出したいと思います。

・ ・

追加日程第１ 発議第１号

○議長（中井 勝君） ただいま、議案第４３号令和３年度新温泉町一般会計予算につ

いて、河越忠志議員から発議第１号が提出されましたので、これを配付いたします。

暫時休憩します。

午前９時４７分休憩

午前９時４９分再開

○議長（中井 勝君） 再開いたします。

発議第１号、議案第４３号令和３年度新温泉町一般会計予算に対する附帯決議につい

てを日程に追加し、追加日程第１とし、日程の順序を変更し、直％に議案としたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。したがいまして、発議第１号、議案第４

３号令和３年度新温泉町一般会計予算に対する附帯決議についてを日程に追加し、追加

日程第１とし、日程の順序を変更し、直％に議案とすることに決定いたしました。

提出者に附帯決議の説明をお願いします。
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３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 発議第１号として、議案第４３号令和３年度新温泉町一

般会計予算に対する附帯決議についてを説明させていただきます。

提出者は私です。賛成者は見ていただいたように小林俊之議員です。まず、読み上げ

させていただきます。

議案第４３号令和３年度新温泉町一般会計予算に対する附帯決議。令和３年度新温泉

町一般会計予算の審査において、８款土木費、４項都％計画費、１目都％計画総務費、

１２た委託料に計上されている浜坂駅周辺活性化方策検討業務について、担当課の当該

予算執行に係る検討及び準備が整っていないことが分かった、そんなふうに思ってます。

当該地域は、本町の振興において大きな影響を与える存在であります。浜坂中心％次地

の活性化は、喫緊かつ重大な課題でもあります。それゆえに地域の合意形成への道筋設

定をはじめ、推進には十分な検討を重ねる必要があります。また、本町合併前の平成１

５年度には、当該地域を対象として浜坂町中心％次地活性化基本計画が策定されており、

地域住民を含む多くの方々が関わられた経緯もあります。ついては、本事業の執行に当

たって、下記事項が満たされるまで当該予算を執行すべきではないと考えます。

１、本事業の十分な準備検討をされ、総務産建常任委員会で当該執行計画の詳細な説

明を行い承認を得ること。これを求めたいと思います。理由といたしましては、今まで

の議会においても様々な事業に対する議会での意見が出され、本来であれば、可決され

たとしても、その意見が施策に反映すべきであると私は信じていました。ところが、幾

つか重大な議論があった事業においても、例を挙げればおんせん天国カフェ、私はこの

事業は地域にとって重要だ、必要だ、だから今進めてほしい、そんな思いを持％ながら

可決に賛同しました。ところが、可決されたらいいんだ、当初出された案、それが全く、

私にとっては全くと思えるほど改善されない状態で今に至っている。これから改善され

るかもしれません。ただ、その努力が、時間が僅かであっても見られる必要がある。先

ほどのケーブルテレビについても同様の思いを持たれて修正動議が出されたものと理解

しています。いろんな意見があることは当然です。その意見が少しでも町民のためにプ

ラスになるのであれば、反映される政策運営がなされるべきであると思います。そんな

意味で、予算を止めるわけではありませんが、ぜひとも、有効に働くこの事業に取り組

んでいただきたい。それを十分踏まえて担当課は御認識いただき、所管委員会において

も十分な議論がなされることを期待するものであります。以上で説明を終わります。

○議長（中井 勝君） 提出者の説明は終わりました。

提出者に対する質疑がありましたらお願いいたします。

１３番、中井次郎君。

○議員（13番 中井 次郎君） 本事業の十分な準備検討に基づき、これは具体的にはど

ういうとこまでやれば十分な準備検討になるんでしょうか。

それから、総務産建常任委員会で当該執行契約の詳細な説明を行い、説明はできるは
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ずですけども、やっぱり附帯決議をつけて、いわゆる当局を縛るより、き％っとやっぱ

り住民の声をしっかり聞いて、それに基づいて新たな計画づくりなら計画づくりをして

もらうとか、そういう方向性が一番いいのではないかと思うんですけども。そこら辺の

ところの観点はどういうあれなんでしょうか、提案者の。

○議長（中井 勝君） まず、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） お答えさせていただきたいと思います。

さきの委員会での質疑、答弁について、私は準備が整っているとは思いませんし、ま

た、住民がどのように関わっていきながらこの施策を実行されるのか。まず、第一に、

コンサルに委託するところからスタートする。そんなふうにしか思えませんでした。今、

説明させていただいたように、平成１５年には多くの人が関わった、これはある意味で

決められた流れでスタートしたかもしれません。しかし、報告書はある。関わった人が

たくさんいて。で、時間が１７年ぐらい過ぎてる。そのままではいけない％分も当然あ

ります。しかし、そういったことを踏まえながら、地域の人が、じゃあどうしてこのま

％づくりを考えていこうか。そこからスタートしなければ丸投げに近い。要は流れにつ

いてもコンサルの流れになってしまう。まずは主体性を持たなきゃいけないのは私た％

自身ではないでしょうか。そんな意味でいくと、既に時間をかけて、相当なお金をかけ

て報告書がまとめられていると私は思っています。その流れをくみながら、より有効に、

少しでも前に進んで、実効性のある成果が得られることを、附帯決議を持って御認識を

いただくことを提案したいと考えています。以上です。

○議長（中井 勝君） よろしいですか。

１１番、中村茂君。

○議員（11番 中村 茂君） 河越議員の発言の中身っていうのはよく分かります。す

なわ％総務産建常任委員会のできが悪いと委員長として感じました。もっと点検せんか

いやという意味かなという気がしました。ですけど、河越議員がおっしゃることは、当

然、執行％提案セクションにおいても、当然、意識してるようですし、そういう分では

おっしゃったことっていうのは当たり前の世界ですから。ただ、１０なのか８なのか７

なのかは別ですよ、あなたは１０かも分からんけど。８で元が進んでいるか分からんけ

ど。そういう％分で僕は進んでると思います。ですから、あなたの意見っていうのは、

もっとしっかりということで捉えますから、決してノーとは言いませんけど、もっと総

務産建常任委員会を信頼というか、そっ％をサポートする意見であってほしいという気

を持％ましたので、発言させていただきました。

○議長（中井 勝君） 質疑でお願いします。

○議員（11番 中村 茂君） 分かりました。

○議長（中井 勝君） そのほか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） ないようです。（「答弁はいいでしょうか」と呼ぶ者あり）
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提出者の説明は終わりましたので、質疑を終結します。御苦労さまでした。

それでは、討論に入ります。討論ありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） ないです、はい。では、討論を終わります。

これから採決に入ります。

採決は、起立によって行います。

本件を別紙のとおり決議することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（中井 勝君） 起立多数、８名です。よって、本件を決議することに決定しま

した。

暫時休憩します。

午前１０時０１分休憩

午前１０時１５分再開

○議長（中井 勝君） 再開いたします。

・ ・

日程第３ 議案第４４号 から 日程第１２ 議案第５３号

○議長（中井 勝君） 日程第３、議案第４４号、令和３年度新温泉町国民健康保険事

業特別会計予算について、日程第４、議案第４５号、令和３年度新温泉町後期高齢者医

療特別会計予算について、日程第５、議案第４６号、令和３年度新温泉町介護保険事業

特別会計予算について、日程第６、議案第４７号、令和３年度新温泉町浜坂地区残土処

分場事業特別会計予算について、日程第７、議案第４８号、令和３年度新温泉町温泉地

区残土処分場事業特別会計予算について、日程第８、議案第４９号、令和３年度新温泉

町七釜温泉配湯事業特別会計予算について、日程第９、議案第５０号、令和３年度新温

泉町浜坂温泉配湯事業会計予算について、日程第１０、議案第５１号、令和３年度新温

泉町水道事業会計予算について、日程第１１、議案第５２号、令和３年度新温泉町下水

道事業会計予算について、日程第１２、議案第５３号、令和３年度新温泉町公立浜坂病

院事業会計予算についてを一括議題といたします。

本案について、予算特別委員会委員長の報告を求めます。

池田宜広委員長。

○予算特別委員会委員長（池田 宜広君） 予算特別委員会に付託をされました議案につ

いての審査結果を、会議規則第７６条の規定により報告をいたします。

議案第４４号、令和３年度新温泉町国民健康保険事業特別会計予算についてから議案

第５３号、令和３年度新温泉町公立浜坂病院事業会計予算についてまでの１０会計につ

きましては、３月１８日に予算説明を受け、２２日の委員会において審査を行いました。

議長を除く１５名の議員で構成する委員会でありますので、審査の過程についての報告
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は省略し、審査結果のみを報告をいたします。

まず、議案第４４号、令和３年度新温泉町国民健康保険事業特別会計予算については、

全会一致で可決すべきものと決定をいたしました。

次に、議案第４５号、令和３年度新温泉町後期高齢者医療特別会計予算については、

賛成多数で可決すべきものと決定をいたしました。

次に、議案第４６号、令和３年度新温泉町介護保険事業特別会計予算、議案第４７号、

令和３年度新温泉町浜坂地区残土処分場事業特別会計予算、議案第４８号、令和３年度

新温泉町温泉地区残土処分場事業特別会計予算、議案第４９号、令和３年度新温泉町七

釜温泉配湯事業特別会計予算、議案第５０号、令和３年度新温泉町浜坂温泉配湯事業会

計予算、議案第５１号、令和３年度新温泉町水道事業会計予算、議案第５２号、令和３

年度新温泉町下水道事業会計予算、議案第５３号、令和３年度新温泉町公立浜坂病院事

業会計予算の８会計については、全会一致で可決すべきもの決定をいたしました。以上

で報告を終わります。

○議長（中井 勝君） 委員長の報告は終わりました。

審査報告に対する質疑は、議長を除く１５名の議員で構成された委員会でありますの

で、省略をいたします。

池田委員長、御苦労さまでした。

これから会計ごとに討論、採決を行います。

議案第４４号、令和３年度新温泉町国民健康保険事業特別会計予算について、お諮り

をいたします。

討論を省略して採決したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。

これから、令和３年度新温泉町国民健康保険事業特別会計予算についてを採決いたし

ます。

本案に対する委員長の報告は、可決です。

本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、委員長の報告のとおり

可決されました。

議案第４５号、令和３年度新温泉町後期高齢者医療特別会計予算について、これから

討論に入ります。

まず、本案に対し反対者の発言を許可します。

１４番、谷口功君。

○議員（14番 谷口 功君） 議案第４５号、令和３年度新温泉町後期高齢者医療特別

会計予算に反対討論をいたします。
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菅内閣は、２０２０年１２月１５日、臨時閣議で年収２００万円以上、年金のみ単身

世帯の場合の７５歳以上、約３７０万人を対象に、医療費窓口％担２割の導入を決定を

いたしました。政府案では２２年度からの実施の予定であります。新型コロナ禍の下で、

高齢者の命と健康、生活をどう守るのかが問われるときに、約３７０万人の窓口％担が

２倍になるのは冷酷な自助政策そのものではないでしょうか。現行の１割窓口％担の下

でも年金が査き下げられ受診控えが起こっており、病気の重篤化、手後れになる例が続

出しており社会問題となっています。保険料もこの間、毎年のように査き上げられてい

ます。高齢者が安心して医療を受けられる制度とすべきではないでしょうか。以上、反

対討論といたします。

○議長（中井 勝君） 次に、本案に対し賛成者の発言を許します。ありませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（中井 勝君） ほか、討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） これで討論を終わります。

これから、令和３年度新温泉町後期高齢者医療特別会計予算についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案に対する委員長の報告は、可決です。

本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（中井 勝君） 起立多数、１３名です。よって、本案は、委員長の報告のとお

り可決されました。

議案第４６号、令和３年度新温泉町介護保険事業特別会計予算についてをお諮りいた

します。

討論を省略して採決したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。

これから、令和３年度新温泉町介護保険事業特別会計予算についてを採決します。

本案に対する委員長の報告は、可決です。

本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、委員長の報告のとおり

可決されました。

議案第４７号、令和３年度新温泉町浜坂地区残土処分場事業特別会計予算についてを

お諮りいたします。

討論を省略して採決したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。

これから、令和３年度新温泉町浜坂地区残土処分場事業特別会計予算についてを採決

します。

本案に対する委員長の報告は、可決です。

本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、委員長の報告のとおり

可決されました。

議案第４８号、令和３年度新温泉町温泉地区残土処分場事業特別会計予算についてを

お諮りします。

討論を省略して採決したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。

これから、令和３年度新温泉町温泉地区残土処分場事業特別会計予算についてを採決

します。

本案に対する委員長の報告は、可決です。

本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、委員長の報告のとおり

可決されました。

議案第４９号、令和３年度新温泉町七釜温泉配湯事業特別会計予算についてをお諮り

いたします。

討論を省略して採決したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。

これから、令和３年度新温泉町七釜温泉配湯事業特別会計予算についてを採決します。

本案に対する委員長の報告は、可決です。

本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、委員長の報告のとおり

可決されました。

議案第５０号、令和３年度新温泉町浜坂温泉配湯事業会計予算についてをお諮りしま

す。

討論を省略して採決したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。
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これから、令和３年度新温泉町浜坂温泉配湯事業会計予算についてを採決します。

本案に対する委員長の報告は、可決です。

本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、委員長の報告のとおり

可決されました。

議案第５１号、令和３年度新温泉町水道事業会計予算について、お諮りします。

討論を省略して採決したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。

これから、令和３年度新温泉町水道事業会計予算についてを採決します。

本案に対する委員長の報告は、可決です。

本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、委員長の報告のとおり

可決されました。

議案第５２号、令和３年度新温泉町下水道事業会計予算についてをお諮りします。

討論を省略して採決したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。

これから、令和３年度新温泉町下水道事業会計予算についてを採決します。

本案に対する委員長の報告は、可決です。

本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、委員長の報告のとおり

可決されました。

議案第５３号、令和３年度新温泉町公立浜坂病院事業会計予算について、お諮りいた

します。

討論を省略して採決したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。

これから、令和３年度新温泉町公立浜坂病院事業会計予算についてを採決します。

本案に対する委員長の報告は、可決です。

本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、委員長の報告のとおり
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可決されました。

・ ・

日程第１３ 議案第５５号

○議長（中井 勝君） 日程第１３、議案第５５号、令和２年度新温泉町一般会計補正

予算（第１２号）についてを議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、令和２年度新温泉町一般会計予算に補正

の必要が生じましたので、御提案を申し上げるものであります。内容につきまして、休

憩中に担当課長が御説明を申し上げたとおりであります。よろしくお願い申し上げます。

○議長（中井 勝君） 内容につきましては、休憩中に担当課長から説明を受けており

ますので、これから質疑に入ります。

質疑は、歳出、歳入、総括を全て一括で行います。質疑をお願いします。よろしいで

すか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したい

と思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

暫時休憩します。

午前１０時３１分休憩

午前１０時３３分再開

○議長（中井 勝君） 再開いたします。

・ ・

追加日程第２ 議案第５６号令和３年度新温泉町一般会計補正予算（第１号）の訂

正について

○議長（中井 勝君） ３月１２日に町長から提出された議案第５６号、令和３年度新

温泉町一般会計補正予算（第１号）について、本日付をもって訂正したい旨の申出があ

りました。

議案第５６号令和３年度新温泉町一般会計補正予算（第１号）の訂正についてを日程

に追加し、日程の順序を変更し、直％に議題とすることに御異議ありませんか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。議案第５６号令和３年度新温泉町一般会

計補正予算（第１号）の訂正についてを日程に追加し、日程の順序を変更し、直％に議

題とすることに決定いたしました。

暫時休憩します。

午前１０時３４分休憩

午前１０時３５分再開

○議長（中井 勝君） 再開いたします。

追加日程第２、議案第５６号令和３年度新温泉町一般会計補正予算（第１号）の訂正

についてを議題といたします。

町長から訂正理由の説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、令和３年度新温泉町一般会計予算の修正

案が可決されましたので、関連する本議案の訂正をお願い申し上げるものであります。

よろしくお願いをいたします。

○議長（中井 勝君） お諮りいたします。ただいま、議題となっております議案第５

６号令和３年度新温泉町一般会計補正予算（第１号）の訂正については、これを承認す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本件については、これを承認す

ることに決定いたしました。

・ ・

日程第１４ 議案第５６号

○議長（中井 勝君） 日程第１４、議案第５６号、令和３年度新温泉町一般会計補正

予算（第１号）についてを議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、令和３年度新温泉町一般会計予算に補正

の必要が生じましたので、御提案を申し上げるものであります。内容につきましては、

担当課長が説明をいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） それでは、令和３年度新温泉町一般会計補正予算（第１

号）について御説明をいたします。表紙から１枚めくっていただきまして。

まず、このたびの補正は、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事業、指定管理

者支援金交付事業、商店次お次次次事業に伴うもので、総額で歳入歳出それぞれ ２６
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５万 ０００円の追加をお願いするものでございます。また、あわせまして、補正後の

歳入歳出予算の総額につきましては、修正案可決によりまして、歳入歳出それぞれ１１

１６ ８６５万 ０００円を１１１６ ３６０万 ０００円に訂正をお願いするもので   

ございます。

それでは、説明の都合上、補正予算書と一緒に既にお配りいたしております、新温泉

町令和３年度一般会計補正予算（第１号）、緊急経済対策の概要を御覧いただきたいと

思います。

この概要では、１、補正予算編成の考え方、２、予算規模、その下の緊急経済対策予

算措置の状況を説明させていただき、３、緊急経済対策の概要につきましては、各担当

課の歳出予算の説明で代えさせていただきたいと思います。

まず、１、補正予算編成の考え方は、令和２年度と同様でございます。

２、予算規模は、一般会計予算（補正第１号）総額で ２６５万 ０００円の増額で 

ございます。そのう％、緊急経済対策予算額は、同額の ２６５万 ０００円です。内 

訳は、国％の補正予算に関連する事業で、 ０６５万 ０００円。町単訳事業で ２０  

０万円でございます。事業項目別では、⑵雇用の維持と事業の雇続で １２４万円、 ⑶

次のた次としての次民を挙げた経済活動の回復で １４１万 ０００円となっておりま 

す。その下の緊急経済対策予算措置の状況を御覧ください。補正第１号後の一般合源は、

右端の２６９１３万 ０００円で、地方右生臨時交付金のと度額１６ ２８１万 ００  

０円との０額 ６３２万 ０００円は、合政調整基金を０当することとしております。 

３、緊急経済対策の概要以降は記載のとおりでございますので、後ほど御清覧いただ

きたいと思います。

それでは、補正予算書に戻っていただきまして、事項別明細書、４ページ、歳出を御

覧いただきたいと思います。２款１項４目合産管理費 ２００万円の補正をお願いする

ものでございます。１８た％担金補助及び交付金は、新型コロナウイルス感染症拡大に

伴う緊急事態宣言の再発令による移動自粛等の影響を受け、主に利用料金で運営してい

る指定管理者の損失分について支援し、指定管理施設の適正な運営に資するため実施す

るもので、１０団体を予定いたしております。対象期間は令和２年１０月から本年３月

までとしております。また、あわせまして、修正案の可決によりまして、１項総務管理

費の補正前の額及び補正額の右側に括弧、計で表示をしております補正後の額をそれぞ

れ記載のとおり訂正をお願いするものでございます。以上です。

○議長（中井 勝君） 水田商工観光課長。

○商工観光課長（水田 賢治君） 大変失礼しました。

続きまして、４ページ、７款１項２目商工振興費、補正額 ０６５万 ０００円の増 

をお願いをいたします。１２た委託料は業務委託料で、新型コロナウイルス感染症拡大

防止協力金事業実施事業でございます。新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するた

めに、緊急事態宣言が２月８日から３月７日まで延長されたことから、令和３年２月８
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日から３月７日までを第２期として協力事業者に協力金を支払うこととなりました。支

給額は、２月８日から２月２８日の緊急事態宣言の延長期間は１日当たり６万円。兵庫

％で緊急事態宣言が解除されるまでの３月１日から３月７日の協力金については、１日

当たり４万円でございます。協力金の町の％担割合は第１期と同様で、１事業者の１日

当たりの額は、２月の２１日間は ０００円、３月の７日間は ６６６円です。新温泉 

町の申請受付数は、第１期と同様に９０店舗を見込んでおりまして、２月分を ０００

円円ける２１日間円ける９０店舗、３月分を ６６６円円ける７日間円ける９０店舗で、

合計９２４万円を計上させていただきました。

次に、１８た％担金及び交付金は、商店次お次次次事業補助金でございます。この事

業は、新型コロナウイルス感染症による消費の落％込みを回復するために、％が実施し

ます商店次お次次次ポイント事業を活用しまして、お次次次事業に取り組む商店次を支

援するものでございます。プレミアムの上とが２０％、２か月間の期間と定で実施する

お次次次事業が対象となります。経費の％担としまして、％が１団体につき上とを ２

００万円として、対象経費の３分の２を％担をしますので、町は３分の１を義務随伴補

助といたします。この事業に町内の２団体が％に申請することとなりましたので、町に

支援の要支書が提出されております。２団体の申請する実施額が １４１万 ０００円 

となりますので、こ％らを計上させていただきました。事業のスケジュールとしまして

は、町が実施します町内共通商品次事業の前になります５月、６月に実施をする計画で

ございます。以上です。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） それでは、３ページに戻っていただきまして、歳入を御覧

いただきたいと思います。１７款２項４目１た商工費補助金７６１万円は、歳出の７款

１項２目商工振興費、１８た商店次お次次次事業に係る％補助金で、補助率は３分の２

でございます。２０款２項１目１た合政調整基金繰入金 ５０４万 ０００円は、歳入 

歳出一般合源収支の調整によるものでございます。また、あわせまして、修正案の可決

により、２項基金繰入金の補正前の額及び補正額の右側に括弧、計で表示をしておりま

す補正後の額をそれぞれ記載のとおり訂正をお願いするものでございます。なお、補正

後の合政調整基金の年度後残高見込みは１２６ ５０９万 ０００円となります。 

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。

１３番、中井次郎君。

○議員（13番 中井 次郎君） 指定管理者支援金交付金事業、説明によれば２４施設１

０団体いうことになってますけど、この具体的な２４施設。実際に収入が査少となって、

いわゆる交付金事業の対象になるのはどことどこなのか。その査少幅っていいますか基

準はどういうものなのか、それを教えてください。
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○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） まず、２４施設でございます。七釜温泉ゆーらく館、浜坂

野営場、草太園地、リフレッシュ館、森林総合利用促進施設、新温泉町民プール、メイ

プルセンター・パークロッジ、湯村温泉博覧館夢千代館、湯村温泉東駐車場、湯村温泉

北駐車場、健康公園、湯村温泉観光交流センター、道の駅山陰海岸ジオパーク浜坂の郷、

ま％歩き案内所、ワンニャン夢ハウス、新温泉町商店次活性化拠点施設、諸寄基幹集落

センター・諸寄健康増進体育センター、浜坂山村広場、浜坂Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館、

浜坂すこやか広場、浜坂相撲場、浜坂体育センター、浜坂多目的公園グラウンドゴルフ

場、八田コミュニティセンターでございます。それぞれ前年度の収入、それから支出の

分と比較をいたしておりますけども、今現在、予算に計上するために調査したところに

よりますと、１３の施設におきまして損失が出ている、収入の査少幅、それから支出の

査少幅、それを比べたときに収入の査少が大きいという施設がそれだけ出ているという

状況でございます。

○議長（中井 勝君） １３番、中井次郎君。

○議員（13番 中井 次郎君） １３施設、％ょっと上げてください。

それと、その査少幅っていうのは当然あるわけですから、それについてはパーセンテ

ージで結構ですんで、それはそういうことで教えてください。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） １３施設は、七釜温泉ゆーらく館、メイプルセンター・パ

ークロッジ、湯村温泉博覧館夢千代館、湯村温泉東駐車場、湯村温泉北駐車場、健康公

園、湯村温泉観光交流センター、ワンニャン夢ハウス、諸寄基幹集落センター・諸寄健

康増進体育センター、浜坂山村広場、浜坂Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館、浜坂すこやか広

場、浜坂体育センター、八田コミュニティセンターでございます。施設数は少し多いで

すけども、指定管理者が同じということで、まとめている％分もございます。

それから、査少幅でございますけども、それぞれの施設でま％ま％で、それは幾らか

というのはなかなか一つの数字で申し上げるのは困難な状況でございます。大きなもの

で言えば６００万円を超える損失の額が出ているというところもございますし、小さい

ところでは１万円未満のところもございます。これが全て申請されるかどうかについて

は、まだ未知数のところがございます。

○議長（中井 勝君） そのほか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） ないようです。

お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。
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本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第１５ 議案第５７号

○議長（中井 勝君） 日程第１５、議案第５７号、監査委員の選任同意についてを議

題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、現監査委員、本 本洋本は、令和３年５

月１３日をもって任期満了となるため、後任の任命について御同意いただきたく御提案

申し上げるものであります。島田信夫本は、住所は新温泉町戸田３７０番の１番地。昭

和３０年６月２７日生まれで６５歳でございます。平成２８年３月まで町職員として職

務に精励され、町行政に精通するなど経験が豊富なことから、監査委員として適任と考

え、御提案申し上げるものであります。よろしくお願いをいたします。

○議長（中井 勝君） 提案説明は終わりました。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） ないようですので、お諮りいたします。質疑を終結し、討論を

省略して採決したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。

これから採決を行います。

この採決は、無記名投票で行います。

議場の出入口を閉鎖します。

〔議場閉鎖〕

○議長（中井 勝君） ただいまの出席議員は、議長を除く１５名です。

次に、立会人を指名します。会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に７番、

太田昭宏君及び８番、竹内敬一郎君を指名します。

投票用紙を配付します。

〔投票用紙配付〕

○議長（中井 勝君） 念のために申し上げます。本案に賛成の諸君は賛成と、反対の

諸君は反対と記載願います。

なお、投票において賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則

第８３条の規定により、反対とみなします。
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投票用紙の配付漏れはありませんか。

配付漏れなしと認めます。

投票箱を点検します。

〔投票箱点検〕

○議長（中井 勝君） 異状なしと認めます。

ただいまから投票を行います。

事務局長が議席番号と名前を呼び上げますので、順番に投票願います。

○事務局長（仲村 祐子君） それでは、お名前を読み上げます。

〔事務局長点呼、議員投票〕

１番 池田 宜広君 ２番 平澤 剛太君 ３番 河越 忠志君

４番 重本 静男君 ５番 浜田 直子君 ６番 森田 善幸君

７番 太田 昭宏君 ８番 竹内敬一郎君 ９番 阪本 晴良君

10番 岩本 修作君 11番 中村 茂君 12番 宮本 泰男君

13番 中井 次郎君 14番 谷口 功君 15番 小林 俊之君

○議長（中井 勝君） 投票漏れはありませんか。

投票漏れなしと認めます。投票を終わります。

開票を行います。太田昭宏君、竹内敬一郎君の開票の立会いをお願いします。

〔開 票〕

○議長（中井 勝君） 投票の結果を報告します。

投票総数１５票。賛成１１票、反対４票です。

以上のとおり、賛成多数であります。よって、本案は、原案のとおり同意することに

決定しました。

議場の出入口を開きます。

〔議場開鎖〕

○議長（中井 勝君） 暫時休憩します。１５分まで。

午前１０時５９分休憩

午前１１時１５分再開

○議長（中井 勝君） 再開します。

・ ・

日程第１６ 請願第２号

○議長（中井 勝君） 日程第１６、請願第２号、核兵器禁止条約に日本政府が参加す

るよう求める意見書の提出を求める請願書についてを議題といたします。

請願に対する委員会の審査報告を求めます。
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宮本委員長。

○民生教育常任委員会委員長（宮本 泰男君） 失礼いたします。請願第２号の審査報告

をいたします。

請願書の内容は核兵器禁止条約に日本政府が参加するよう求める意見書の提出を求め

る請願書であります。請願者は兵庫％豊岡％日高町山本１３３の１２。原水爆禁止但馬

協議会、曽我一作、請願者であります。

この案件につきましては、１０７回新温泉町議会定例会の１日目、２月２５日に本会

議において、民生教育常任委員会に付託された案件であります。３月８日に委員会を開

催いたしまして審査行いました。審査の結果、この請願書は、世界の唯一の被爆国とし

て核兵器の全面禁止のために、真剣かつ誠実に努力するあかしとして、速やかに核兵器

禁止条約に参加し、調印し、批准することを決めるものであります。当委員会といたし

ましては、本請願の趣旨を妥当と認め、賛成多数で採択することに決しました。以上、

報告いたします。

○議長（中井 勝君） 審査報告に対する質疑がありましたらお願いします。ありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 委員長、ありがとうございました。

お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、これに

御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

この請願に対する委員長の報告は、採択です。

この請願を委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、この請願は、委員長報告のとお

り採択することに決定しました。

暫時休憩します。

午前１１時１８分休憩

午前１１時１９分再開

○議長（中井 勝君） 再開いたします。

・ ・

追加日程第３ 意見書案第１号

○議長（中井 勝君） お諮りいたします。ただいま意見書案第１号、核兵器禁止条約

に日本政府が参加するよう求める意見書が提出されました。これを日程に追加し、追加

日程第３とし、日程の順序を変更し、直％に議題にしたいと思いますが、これに御異議
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ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、意見書案第１号を日程に追加し、

追加日程第３として、日程の順序を変更し、直％に議題にすることに決定しました。

追加日程第３、意見書案第１号、核兵器禁止条約に日本政府が参加するよう求める意

見書の提出についてを議題といたします。

本案に対する提出者の趣旨説明を求めます。

３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） ただいま、委員長から説明があった内容について、改め

て御説明いたします。

意見書案第１号、核兵器禁止条約に日本政府が参加するよう求める意見書の提出につ

いて。別紙、核兵器禁止条約に日本政府が参加するよう求める意見書を、新温泉町議会

会議規則第１４条第１項及び第２項の規定により提出します。本日付であります。中井

勝議長宛て。提出者、河越忠志。賛成者、中井次郎議員、賛成者、浜田直子議員。案で

あります。

核兵器禁止条約に日本政府が参加するよう求める意見書案。２０１７年７月７日、歴

史的な核兵器禁止条約が採択されました。この条約は、核兵器について、破滅的な結後

をもたらす非人道的な兵器であり、国連憲章、国際法、国際人道法、国際人権法に反す

るものであると断罪しています。核兵器は今や不道徳であるだけではなく、歴史上初め

て、明文上も違法なものとして規定されました。条約は、開発、生産、実験、製造、取

得、保有、貯蔵、使用とその威嚇に至るまで、核兵器に関わるあらゆる活動を禁止し、

抜け穴を許さない文脈になっています。また、条約は核保有国の条約への参加の道を規

定するなど、核兵器完全廃絶への枠組みを示したものとなっています。同時に、被爆者

や核実験被害者への援助を行う責任も明記され、被爆国、被害国の国民の切支に応える

ものとなっています。このように、核兵器禁止条約は、被爆者とともに私た％国民が長

年にわたり熱支してきた核兵器完全廃絶につながる画期的なものであります。

２０１８年９月２０日、核兵器禁止条約の調印、批准、参加が開始されて以降、国際

政治でも、各国においても大きな変化が生まれ、２０２０年１０月２４日に批准国が５

０か国に達しました。この結果、９０日後の２０２１年１月２２日以降、核兵器禁止条

約は、世界の法規範として正当な効力を持つことになりました。日本は、広島と長崎へ

の原爆投下に見られる核の惨禍を体験した世界で唯一の被爆国として、核兵器の全面廃

止のために、真剣にかつ誠実に努力するあかしとして、速やかに核兵器禁止条約に参加

し、調印、批准することを強く要支します。

以上、地方自治法９９条の規定により意見書を提出します。令和３年３月２４日、衆

議院議長ほか、関係各大臣宛て。議長より提出していただきたいと思います。

広島と友好関係にある本町議会としては、様々な考え方に優先して、この意見書を採
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択してほしいと切に支むものであります。皆様の御賛同をお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 提出者の説明は終わりました。

提出者に対する質疑がありましたらお願いします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） ないようです。質疑を終わります。御苦労さまでした。

討論を省略して採決したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、これから採決に入ります。

別紙意見書案を原案のとおり決定し、国会及び政府関係機関に提出することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本件は、原案のとおり可決する

こととし、別紙意見書を国会及び政府関係機関に提出することに決定しました。

お諮りします。ただいま採択されました意見書第１号について、字句等の整理を要す

る場合は議長に一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、字句等の整理を要する場合は、

議長において処置することに決定しました。

・ ・

日程第１７ 議員派遣について

○議長（中井 勝君） 日程第１７、議員派遣についてを議題といたします。

お諮りいたします。議員派遣につきましては、お手元に配付しましたとおり、派遣す

ることにしたいと思います。御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、議員派遣につきましては、お手

元に配付しましたとおり派遣することに決定しました。（「議長」と呼ぶ者あり）

１番、池田宜広君。

○議員（１番 池田 宜広君） 今の議員派遣ですけれども、う％の議会の半分以上、議

長も含めて行かれます。リバウンドでコロナ、増えていく地域、兵庫％内とは言います

ものの、くれぐれも行動に気をつけていただいて、基礎的知識及び情報を習得をしてく

る有意義な講習にしていただきますようお願いをしときます。

○議長（中井 勝君） おっしゃるとおりです。十分気をつけて出発をいたします。

・ ・

日程第１８ 委員会の閉会中における所管事務調査の申し出について

○議長（中井 勝君） 日程第１８、委員会の閉会中における所管事務調査の申し出に

ついてを議題といたします。
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各常任委員会及び議会運営委員会から、別紙のとおり閉会中における所管事務調査の

申出が提出されておりますので、これを承認したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、申出のとおり承認することに決

定しました。

暫時休憩します。

午前１１時２７分休憩

午前１１時５１分再開

○議長（中井 勝君） 再開いたします。

・ ・

○議長（中井 勝君） お諮りいたします。今期定例会の会議に付された事件は全て議

了いたしました。

よって、会議規則第７条の規定により、本日をもって閉会したいと思います。これに

御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、今期定例会は本日をもって閉会

することに決定いたします。

第１０７回新温泉町議会定例会の閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。

今期定例会は、去る２月２５日の開会以来、本日まで２８日間にわたり、令和３年度

当初予算、条例改正、人事案件など重要な案件について審議してまいりました。議員各

位の極めて熱心な審議により、それぞれ適切妥当な結論が得られましたものであり、そ

の精励に対し深く敬意を表します。

特に今回提案されました令和３年度当初予算につきましては、予算特別委員会を設置

し、連日、長時間にわたり、慎重な審査をいただきました。この間、池田委員長には、

委員会運営に御尽力をいただき、厚くお礼を申し上げる次第であります。

また、町長をはじめ執行％の皆様には、誠意を尽くした説明をいただきました。審議

の過程での意見並びに提案を十分に尊重され、今後の町政運営に反映されるよう支むも

のであります。

さて、令和３年度予算にはコロナ対策として、雇用の維持や経済活動の回復を目指し

た多くの事業が計画されていますが、感染拡大防止策と医療供給体制の整備に向けた予

算も計上されております。住民はワクチン接種への期待と具体的な接種方法・スケジュ

ールが示されない不安にさいなまれているようであります。全国の自治体でワクチン接

種準備が着々と進んでおります。本町においても住民に対し不安を払拭できるよう、具

体的な説明を丁寧に行うとともに、遅れることなく接種がスタートできるよう万全の体

制で緊迫感を持って臨まれることを強く要請いたします。
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結びに、議員各位、並びに町当局におかれましては、町政進展のための御努力を賜り

ますよう祈念申し上げ、閉会の挨拶といたします。

町長、挨拶。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） ３月定例会の閉会に当たりまして、お礼の御挨拶を申し上げま

す。

議員各位におかれましては、私どもの提案させていただきました議案に対しまして、

長期間にわたり慎重なる御審議を賜り、厚くお礼を申し上げます。また、審議の過程に

おいて賜りました各議員の御意見、御提言等につきましては、十分留意しながら町政運

営に取り組んでまいりたいと存じます。

新年度を目前に控えまして、議員各位におかれましては、公私ともに何かとお忙しい

時期かと存じますが、査き続き新温泉町の発展のため、ますますの御活躍を御祈念申し

上げ、閉会に当たりましての御挨拶とさせていただきます。誠にありがとうございまし

た。

○議長（中井 勝君） 以上をもって本日の会議を閉じます。

これをもって第１０７回新温泉町議会定例会を閉会いたします。御苦労さまでした。

午前１１時５６分閉会
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